
 

 

 

 
 

袋井市では、2019(平成 31)年４月から、特別な理由によって予防接種を

再接種するときの予防接種費用の助成を開始しました。 

この制度は、定期予防接種を受けた後、骨髄移植や抗がん剤治療などの 

理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、 

予防接種を任意で再度接種する場合に、接種費用を市が助成するものです。 

 

対 象 者 

骨髄移植や抗がん剤治療などにより、定期予防接種で獲得した免疫が失われ、再接種が

必要と医師に判断された、再接種の接種時年齢が 18 歳未満の袋井市民 

 

助成対象の予防接種 

次の①～③全てに該当する予防接種が助成対象の予防接種です。 

なお、対象者が過去に市の補助で受けた定期接種等の再接種に限ります。 

① 平成 31 年４月１日以降に再接種する予防接種である。 

② 予防接種法で定める定期予防接種である。 

③ 接種時の年齢が 18 歳未満である。 

※ ただし、次の予防接種の場合には、年齢に上限があります。 

 

 

助 成 額 

再接種にかかった費用を市が負担します。医療機関での費用負担は、必要ありません。 

 ※ 接種にかかった費用は、市が医療機関に支払います。 

接種する医療機関は、市と委託契約を締結した医療機関に限ります。 

予防接種の種類 年齢の上限 

４種混合 15歳未満 

ＢＣＧ ４歳未満 

ヒブ 10歳未満 

小児用肺炎球菌 ６歳未満 

袋井市からのお知らせ 



手続き方法 

再接種を受ける前に、市へ申請を行ってください。 

また、申請手続きは、再接種を予定している日の２週間前までに行ってください。 

 

１ 保護者が袋井保健センターの窓口で、助成対象認定の申請をする 

※ まずは、電話でお問い合わせください。 

  電話での問い合わせ後、次のものを持参して、申請してください。 

（１）袋井市定期外予防接種に関する理由書 

（２）母子健康手帳 

２ 申請後、市から保護者あてに、医療機関に提出する書類が郵送される 

（１）袋井市定期外予防接種依頼書 

（２）袋井市定期外予防接種予診票 

（３）袋井市定期外予防接種請求書 

３ 医療機関で再接種を受ける 

※ ２で送付された書類一式と母子健康手帳を必ず持参する。 

４ 医療機関から市へ費用が請求される 

５ 市は、医療機関に予防接種費用を支払う 

 

詳しくは、「再接種（定期外予防接種）の流れ」をご覧ください。 

 

ご注意ください 

再接種は、予防接種法に基づかない任意予防接種となります。 

※ 健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済

制度に基づく救済の対象となります。 

 

 

担当：袋井市健康づくり課予防接種係 

(袋井保健センター内) 

電話：０５３８-４２-７４１０ 

まずは、 

電話でお問い合わせ 

ください。 

＜手続きなどの流れ＞ 

問合せ・申請 


